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 「具体的に何をやればよいか分からない」との中小企業の声も多いことから、省エネの専門家が、

工場やビル、店舗等のエネルギー使用状況を把握し、省エネ取組・再エネ導入などの提案を行う

形で支援を実施。

 また、希望に応じて、省エネお助け隊やその他診断機関が実施した省エネ診断結果を基に、省エ

ネ取組を一緒に進めていくためのサポートが受けられる。

省エネ診断



 令和7年度補正から、省エネ診断後の改善提案の実現に向けて、ソリューションを提供する企業と

のマッチングプラットフォームを創設。

 省エネ診断を受診した中小企業等が、各種情報（診断結果、支援ニーズ、対象設備、支援カテゴ

リ、支援地域等）を登録することで、マッチング候補となる支援機関の情報を入手することがで

き、その中から中小企業が希望する支援機関とマッチングすることができる仕組み。

マッチングプラットフォーム



【参考】省エネ診断一覧表



目次

01．省エネ診断

02．省エネ補助金



 エネルギーコスト高対応と、カーボンニュートラルに向けた対応を同時に進めていくため、工場全体の省エネ

（Ⅰ）、製造プロセスの電化・燃料転換（Ⅱ）、リストから選択する機器への更新（Ⅲ）、エネルギーマネジ

メントシステムの導入（Ⅳ）の４つの類型で、企業の投資を後押し。

 令和７年度補正より、GXⅢ類型を創設するとともに、サプライチェーンで連携した取組等への支援を強化する。

【国庫債務負担行為含め総額 2,450億円】
※令和７年度補正予算額：675億円省エネ・非化石転換補助金



 光熱費等の高騰が進む中で、更なる省エネ対策を進めるためには、これまでの支援策に加えて、

① メーカーに対して、省エネ設備の普及拡大に向けた企業の成長へのコミットを促すとともに

② 既存の省エネ水準を大きく超える設備の導入促進が重要であり、 GXⅢ類型を創設し、これらに取り組む

企業への支援を強化する。

（Ⅲ）設備単位型 GXⅢ類型の創設



【参考】（Ⅲ）設備単位型比較表

※詳細については今後変更の可能性があるため、申請の際は、最新の公募要領をご確認ください。



 欧州を中心としたサプライチェーン上の脱炭素要請や、金融市場からのScope３も含めた企業のサステナビリ

ティ情報の開示要請を背景に、サプライヤーとの脱炭素に向けた連携強化に向けた動きが加速しつつある。

 中小企業が行える脱炭素の取組は、①太陽光発電の導入か、②省エネが中心であり、今後、例えば、下流の大企

業が上流の中小企業に知見等を共有するなど、サプライチェーン連携による具体的な省エネ対策の実施が期待さ

れる。

＜サプライチェーンにおける省エネ連携イメージ＞

（Ⅰ）工場・事業場型 サプライチェーン連携枠の新設

＜国の⽀援①＞ ＜国の⽀援②（補正予算で措置）＞



【参考】（Ⅰ）工場・事業場型比較表

※詳細については今後変更の可能性があるため、申請の際は、最新の公募要領をご確認ください。



 一部メーカーにおいて、追加的なカスタマイズで水素対応に変更できる都市ガス設備など将来的に水素に対応で

きる設備（水素Ready設備）や導入時点で水素を使用できる設備（以下「水素対応設備」という。）の導入が開

始している。

 ※ 水素対応へのカスタマイズに必要な設備は①混合設備、②水素圧縮機、③脱硝設備等。

 水素対応設備は試験的に導入するケースやエネルギー情勢を踏まえた燃料転換を念頭に置いた運用が想定される

ため、新設や更新時の併用、改造についても支援が必要。

（Ⅱ）電化・脱炭素燃転型 水素対応設備等への支援強化

・電化及びより低炭素な燃料への転換が伴う設備
・電化及びより低炭素への転換に伴う、⽔素対応への改造に係る費⽤を補助（付随して設置する
設備費・⼯事費を含む）

・⽔素対応設備の新設や⼀部併⽤を認める
・⽔素対応設備については10％以上の混焼率で実稼働させること

※詳細については今後変更の可能性があるため、申請の際は、最新の公募要領をご確認ください。


